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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　姿勢アダプタ装置のための連結部、および打ち込み作業のための操作素子を設けた手持
ち打ち込み装置であって、
　前記連結部（１６）に、前記姿勢アダプタ装置（２０）のための対向結合素子（１８）
、および少なくとも１個の、構成素子（３３）内において軸線（Ａ）に沿って移動可能な
第１スイッチ素子（３４）を有し、姿勢アダプタ装置の作動素子から前記操作素子（１３
）までの操作伝達のための機械的スイッチ操作索（３０）を設け、
　打ち込み装置の指向方向に基づいて、操作伝達を制止するための安全装置（５０）を設
け、この安全装置（５０）に、チャネル（５６）内に摺動可能に案内した制止素子（５５
ａ，５５ｂ，５５ｃ）を備えた該打ち込み装置において、
　前記第１スイッチ素子（３４）に、前記構成素子（３３）に向かって開口する、前記制
止素子（５５ａ，５５ｂ，５５ｃ）のための凹所（５１）を設け、またそれぞれ独立した
チャネル（５６）に案内した少なくとも３個の制止素子（５５ａ，５５ｂ，５５ｃ）を設
け、
　これらチャネル（５６）は、前記軸線（Ａ）に直交する平面（Ｅ）に対して傾けて配置
し、また、前記チャネル（５６）は部分的に第１スイッチ素子（３４）の軸線方向投影と
交差し、この交差する領域（５９）内において前記制止素子（５５ａ，５５ｂ，５５ｃ）
の摺動面に囲まれておらず開放されており、さらに、前記チャネル（５６）は、スイッチ
素子（３４）の軸線方向投影と、部分的に割線のように交差させることを特徴とした打ち
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込み装置。
【請求項２】
　前記チャネル（５６）を、前記軸線（Ａ）の周りに回転対称に分布させた請求項１に記
載の打ち込み装置。
【請求項３】
　前記制止素子（５５ａ，５５ｂ，５５ｃ）を、ピン型に構成した請求項１または２に記
載の打ち込み装置。
【請求項４】
　前記第１スイッチ素子（３４）をスティック状に構成し、前記構成素子（３３）のガイ
ド路内に案内した請求項１に記載の打ち込み装置。
【請求項５】
　前記チャネルを、平面（Ｅ）に対して２０～５０°の角度（α）傾けた請求項１に記載
の打ち込み装置。
【請求項６】
　前記チャネル（５６）と前記第１スイッチ素子（３４）の軸線方向投影との前記交差領
域（５９）において、軸線（Ａ）に指向する深さ（Ｔ）を、チャネル（５６）の直径（Ｄ
）よりも小さいものとした請求項１または５に記載の打ち込み装置。
【請求項７】
　前記凹所（５１）を、前記第１スイッチ素子（３４）の軸線方向両側端部で閉じて、周
方向に延在する環状溝として構成した請求項１または４に記載の打ち込み装置。
【請求項８】
　前記凹所（５１）の軸線方向における境界を成す溝壁（５２）を、前記軸線（Ａ）に対
して傾斜させ、前記凹所（５１）の軸線方向の径が、半径方向外方から半径方向内方に向
かって減少するように構成した請求項１または７に記載の打ち込み装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段に記載するタイプの、操作伝達を行う姿勢アダプタ装置のた
めの連結部を有する手持ち打ち込み装置に関するものである。この種の、操作伝達または
遠隔操作を行う姿勢アダプタ装置のための連結部を有する打ち込み装置は、例えば頭上の
高い天井など、本来脚立や梯子を使わないと作業ができない箇所において使用される。こ
のとき、打ち込み装置は、例えば固形燃料、ガス燃料、液体燃料の他にも、圧力空気、圧
縮空気や電力を駆動源として用いる。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１（米国特許第４４７９５９９号明細書）には、燃焼力駆動式打ち込み装置の
ための位置決めおよび操作装置が記載されており、この位置決めおよび操作装置は、ステ
ィックまたはロッドとして構成した縦長のハンドルにおける一方の端部に打ち込み装置に
連結するための連結手段を有する。このスティックを、連結手段に対して相対的に軸線方
向に移動可能とすることで、連結手段に設けた打ち込み装置の操作スイッチを、結合手段
を介して作動可能とする。連結手段で打ち込み装置を操作するためには、打ち込み装置の
砲口部材を天井に当て、作業員がハンドルまたはスティックを、天井方向に動かさなけれ
ばならない。この位置決めおよび操作装置は、さらに安全装置を有し、この安全装置は、
砲口をちょうど重力方向に向けた状態での打ち込み装置の操作を阻止する。さらに、この
安全装置はボールとして構成した制止素子を有し、この制止素子を、連結手段である構成
素子内に、スティックの長手方向軸線に対し斜めに延在し、チャネルとして構成された凹
所内に案内する。打ち込み装置を重力方向に向けた状態において、ボールは、スティック
内の移動路に転がり込み、スティックが支持体に対して相対的にそれ以上に動くのを阻止
し、結果的に、支持体に取付けた打ち込み装置の操作も阻止する。さらにスティックは、
その連結手段側の端部に、半径方向に巡る凹所を有し、ボールはこの中に落ち込むことが



(3) JP 5290627 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

できる。
【０００３】
　しかしこの位置決めおよび操作装置は、打ち込み装置とその砲口が重力方向に正確に整
列したときしか、打ち込み装置の操作を阻止することができないという欠点がある。
【０００４】
　特許文献２（米国特許公開第７０１４０８５号明細書）は、ハウジングと、ハウジング
から突出する縦長のハンドルと、ボール制御の安全制止装置を備えた爆発式作動駆動の打
ち込み装置を記載する。この安全制止装置は、打ち込み装置を重力に対向する垂直方向も
しくはほぼ垂直方向に向けた時にのみ操作可能とする。このときボール制御のボールは、
ハンドルとハウジングとの間に設けた環状の収容部に配置される。
【０００５】
　しかしこの打ち込み装置においては、ボールの直径が、ボールが解放位置にあるときに
、必須の機能、例えば、点火操作に利用可能なハウジングに対するハンドルの移動経路の
最大値を限定するという欠点がある。このような短い移動経路では、高い押圧力が必要と
される。さらに、不都合なことに、打ち込み装置を上へと持ち上げて解放状態にするとき
と、打ち込み装置を再び制止状態になるまで下げるときとでは、角度が大きく異なり、つ
まり、重力に対向する（重力とは逆向きの）垂直方向に向けた姿勢から、打ち込み装置を
傾けて打ち込み作業ができなくなる臨界角度が、作動前の打ち込み装置の姿勢の変化によ
って異なる。更に、打ち込み装置を勢いよく壁に水平に、または床に向かって下に押し付
けると、制止ボールがその制止位置から転がり出て、打ち込み装置が意図せずに解放状態
に移行してしまうことがある。
【特許文献１】米国特許第４４７９５９９号明細書
【特許文献２】米国特許公開第７０１４０８５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の課題は、前述の特徴を備える姿勢アダプタ装置のための連結部を
備えた手持ち打ち込み装置において、前述の欠点を回避し、その安全制止装置によって、
所望の角度範囲において、遠隔操作による打ち込み作業の操作を可能とし、また、少ない
エネルギーで打ち込み装置の作動に充分なスイッチストロークを実現可能とすることにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題は、独立請求項（請求項１）に記載する特徴を備える、本発明姿勢アダプタ装
置のための連結部を有する手持ち打ち込み装置によって解決される。本発明によれば、軸
線に沿って移動可能な第１スイッチ素子に、構成素子に向かって開口する、制止素子のた
めの凹所を設け、またそれぞれ独立したチャネル内に案内した少なくとも３個の制止素子
を設け、これらのチャネルは、軸線に直交する平面に対して傾けて配置し、また、チャネ
ルは部分的に第１スイッチ素子の軸線方向投影と交差し、この交差する領域内において制
止素子の摺動面に囲まれておらず開放されている。さらに、チャネルは、スイッチ素子の
軸線方向投影と、部分的に割線のように交差するものとする。つまり、スイッチ素子の軸
線を通過するのではなく、軸線方向投影の周辺で交差させる。
【発明の効果】
【０００８】
　上記のような特徴を備えることで、安全装置は、打ち込み装置が所定の姿勢（向き）に
あるときだけではなく、所定の姿勢（向き）から逸脱する、長手方向軸線の周りに回転対
称な他の傾斜位置においても、チャネルの交差領域には常に少なくとも１個の制止素子と
スイッチ素子とが位置し、制止素子が凹所と噛み込み、制止位置に存在することができる
。よって例えば、制止位置は、傾斜姿勢にある姿勢アダプタ装置が、垂直に（つまり重力
ベクトルと逆向きの方向）向けられ、最大許容傾斜角度を超える度に機能する。
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【０００９】
　同時に、スイッチ素子の最大ストロークが制止素子の大きさに規定されることもない。
このため、押し込み経路により制御される、例えば打ち込み装置の操作、または火薬駆動
の打ち込み装置におけるカートリッジ移送などの機能を、要求される最適な力伝達挙動に
基づいて設計することができる。そのため、高い押し込み力が軽減される。また、このよ
うな姿勢アダプタ装置を有する打ち込み装置を、姿勢アダプタ装置重力ベクトル方向に指
向する向きおよび／またはこの重力ベクトル方向に対して傾く向きにしたとき、打ち込み
装置を操作することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　好適には、チャネルを、軸線の周りに回転対称に分布させる。こうすることで、装置を
長手方向軸線の周りにおける各回転位置でも、制止機能は、常に同じ操作伝達の解放角度
において機能する。
【００１１】
　好適には、制止素子をピン型に構成する。こうすることで、打ち込み装置を動的に壁や
床に対して動かすとき、加速が生じるために制止素子がチャネル内の制止位置から動こう
とし始めるが、ピン型の制止素子はボール型の制止素子に比べて、その自身の軸線方向の
長さ全体において制止効果を持つので、制止位置が早期に開いてしまうのを防ぐことがで
きる。
【００１２】
　製造技術の観点では、第１スイッチ素子をスティック状に構成し、構成素子のガイド路
に案内すると好適である。
【００１３】
　好適には、チャネルを平面に対して２０～５０°傾けて配置する。こうすることで、一
方では、重力に対向する垂直方向の向き、またはこの垂直方向の向きから少し傾けた向き
において、確実に解放状態に移行することができ、他方では、重力ベクトルに直交する向
き（水平方向の姿勢）または重力方向への動的な押圧において、確実に操作伝達を制止す
ることができる。
【００１４】
　好適には、チャネルと第１スイッチ素子の軸線方向投影との交差領域において、軸線に
指向する深さを、チャネルの直径よりも小さいものとする。この構成により、チャネルが
、スイッチ素子の軸線方向投影、もしくはスイッチ素子のためのガイドボーリングの軸線
方向投影を割線のように交差するにもかかわらず、制止素子をチャネル内において充分に
ガイドすることが可能となる。
【００１５】
　さらに好適には、凹所を、第１スイッチ素子の軸線方向両側端部で塞じて、周方向に延
在する環状溝として構成する。この構成により、制止素子は凹所に入りやすくなるので、
装置を、操作伝達を許可しない向きに向けるときに、制止素子は簡単にチャネルから凹所
に入り込み、制止する作用を行うことができる。
【００１６】
　凹所の軸線方向における境界を成す溝壁を、軸線に対して傾斜させ、凹所の軸線方向の
径が、半径方向外方から半径方向内方に向かって減少するように構成しても好適である。
この構成により、制止位置にあるとき、ピン型の制止素子には、制止ピンの外側面とスイ
ッチ素子に設けた斜めの溝壁との間において、点接触ではなく線接触を生じる。このよう
にして接触領域における面圧を小さくできる。
【実施例】
【００１７】
　図１～５には、本発明手持ち打ち込み装置１０と、この打ち込み装置１０の操作を伝達
する、例えばモジュール構成とした姿勢アダプタ装置２０を示す。この種の姿勢アダプタ
装置２０は、打ち込み装置を延長するのに用いられ、例えば頭上の天井などにおける打ち
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込み装置の作業ができるようにする。
【００１８】
　図１に示す姿勢アダプタ装置２０は、スティック状のハンドル２１を有し、このハンド
ル２１は、結合素子２８によって、打ち込み装置１０の連結部１６に設けた対向結合素子
１８に連結可能にする。この結合素子２８と対向結合素子１８との連結は着脱可能とし、
したがって、姿勢アダプタ装置２０および打ち込み装置１０は組み付け、また取り外しが
できるようになる。結合素子２８および対向結合素子１８における打ち込み装置１０と姿
勢アダプタ装置２０との連結は、例えばねじ連結またはバヨネット連結として構成する。
【００１９】
　図１に示すハンドル２１に加え、１個または複数個の延長部を設けることもでき、これ
らの延長部は、ハンドル２１と打ち込み装置との間に挿入可能であり、また、それぞれ、
一方の端部に結合素子、他方の端部に対向結合素子を有するものとする。
【００２０】
　このとき、縦長のスティック状のハンドル２１および打ち込み装置１０は、それぞれに
、長手方向の軸線Ａを画定する。
【００２１】
　図１に示す打ち込み装置１０は、単一構成もしくは複数部分構成のハウジング１１に配
置した、固定素子を構造体に打ち込むための打ち込み工具を備える。打ち込み作業の操作
のため、打ち込み装置１０のグリップ１２にトリガスイッチとして構成した操作素子１３
を設ける。打ち込み装置１０には、ハウジング１１の連絡手段１６と反対側の端部に、全
体的に参照符号１４で示す砲口部分１４を、ハウジング１１に対して相対移動可能に配置
する。打ち込み装置１０の砲口部材１４を、加工物（図示せず）に押し付けると、打ち込
み装置１０は、操作素子１３により打ち込み作業開始可能な、打ち込み可能状態に移行す
る。さらに、打ち込み装置には、全体的に参照符号３０で示したスイッチ操作索３０を設
け、このスイッチ操作索３０は、連結部１６において、姿勢アダプタ装置２０の遠隔操作
手段４０に動作可能に接続することができる。
【００２２】
　このとき、姿勢アダプタ装置２０の遠隔操作手段４０、および打ち込み装置１０に設け
たスイッチ操作索３０は、スティック状のハンドル２１の作動素子２４から、打ち込み装
置１０の操作素子１３の操作伝達をする。一方で、作動素子２４は遠隔操作スイッチとし
ても機能する。
【００２３】
　縦長の作動スリーブとして構成した作動素子２４は、支持的構造の、中空ロッドとして
構成した支持素子２３に案内する。作動スリーブの替わりに、例えば、ハンドル２１の、
結合素子２８とは反対側の端部に設けたグリップ部分に、作動レバーを設け、これを利用
してもよい。
【００２４】
　作動素子２４は、軸線Ａに平行に、支持素子２３に対して相対摺動できる。支持素子２
３またはハンドル２１の、結合素子２８とは反対側の遊端２５にはフット部分２６を設け
、このフット部分２６は、作動素子２４の、結合素子２８と反対側の軸線方向端部２７に
設ける。支持素子２３は、結合素子２８に固着し、この結合素子２８の支持素子２３側と
は反対側の端部には、対向結合素子１８のための収容部４８を設ける。結合素子のフット
部分２６側の端部には、ばね素子４２のための支持部４５を設け、このばね素子４２の他
方の端部は、内側スリーブとして構成した中間素子４３によって作動素子２４に支持し、
この作動素子２４を図１に示す初期位置方向に弾性的に押圧する。また、この中間素子４
３は、作動素子２４に固着する。
【００２５】
　作動素子２４は、遠隔操作手段４０のスリーブ状の第１スイッチング部材４１と固着し
、この第１スイッチング素子４１は、結合素子２８の、支持素子２３に固定した部分４６
の少なくとも１部分を覆う。この第１スイッチング部材４１は、第２スイッチング部材４
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９と連関し、この第２スイッチング部材４９は、結合素子２８の、袋穴として構成したガ
イド４４内に摺動可能に案内する。このとき第１スイッチング部材４１は、軸線Ａに直交
する方向に延在し、連結ピンとして構成した連結手段４７により、第２スイッチング部材
４９に連結する。さらに、結合素子２８の部分４６に、スリット状の開口（図示しない）
を設けることで、連結手段４７はこの開口に貫通係合し、結合素子２８に対して相対的か
つ軸線Ａに平行に摺動可能となる。
【００２６】
　打ち込み装置１０に連結後、遠隔操作手段４０の第２スイッチング部材４９は、打ち込
み装置１０のスイッチ操作索３０に設けた、ピンとして構成した第１スイッチ素子３４と
協調動作し、遠隔操作手段４０の、軸線Ａ上の少なくとも一方向へのスイッチング動作を
、スイッチ操作索３０に伝達可能とする。
【００２７】
　打ち込み装置１０のスイッチ操作索３０には、軸線Ａに沿って摺動可能な第１スイッチ
素子３４の他に、回動レバーとして構成した第２スイッチ素子３５を設け、この第２スイ
ッチ素子３５は、その第１レバーアームに構成したカム３６によって第１スイッチ素子３
４と連係動作し、また、その第２レバーアームには第３スイッチ素子３８を連結する。こ
の第３スイッチ素子３８はスイッチ棒として構成し、スイッチ索３０の伝達体３７と連結
し、この伝達体３７は、打ち込み装置１０の操作素子１３と協調動作する。図面では見え
ないばね手段により、スイッチ操作索３０はその伝達体３７と一緒に、図１に示す非作動
位置の方向に押圧され、この非作動位置においては、伝達体３７は、打ち込み装置１０の
操作素子１３を押圧しない。
【００２８】
　さらに、打ち込み装置１０には、とくに図２～５に詳細を示す、全体的に参照符号５０
で示す安全装置５０を設ける。この安全装置５０は、姿勢アダプタ装置２０を装着た打ち
込み装置１０が、スイッチ操作索３０により操作される、または姿勢アダプタ装置２０の
作動素子２４による遠隔操作により操作されるとき、打ち込み装置１０が容認される姿勢
をとっているとき以外は作動しないようにする。この安全装置５０は、スイッチ操作索３
０のためのガイド構造の構成素子３３であって、図示する実施例において、連結部１６に
おいて第１スイッチ素子３４のガイドを構成する構成素子３３と、この構成素子３３に対
して相対的かつ軸線Ａに沿って軸線方向に移動可能な、スイッチ操作索３０のスイッチ素
子であって、図示する実施例において第１スイッチ素子３４として構成されるスイッチ素
子との間に配置する。この安全装置５０は、第１スイッチ素子３４の外周に、半径方向に
巡る環状溝として構成した凹所５１を備える。この凹所５１は、構成素子３３に向かって
または半径方向外方に開口する。また、この凹所５１の軸線方向に境を成す溝壁５２は、
軸線Ａに対して傾斜し、したがって、凹所５１の軸線方向の径が、半径方向外方から半径
方向内方に向かって減少する。
【００２９】
　さらに安全装置５０は、構成素子３３内に、複数個の、図示する実施例においては３個
のチャネル５６を有し、これらチャネル５６は、軸線Ａの周りに回転対称に配置し（とく
に図５参照）、軸線Ａに直交する平面Ｅに対して、２０～５０°の角度（α）傾ける（と
くに図２および図４を参照）。これらチャネル５６の、その軸線方向に直交する断面は円
形とする。チャネル５６の半径方向外方の端部５８は、構成素子３３の外面に開口すると
ともに、チャネル５６の半径方向内方の端部５７は閉塞する。チャネル５６における半径
方向外方の端部の開口は、その半径方向外方において、ハウジング１１によって塞がれる
。これらチャネル５６は、第１スイッチ素子の軸線方向投影（もしくはガイド路）と、部
分的に割線のように交差し、この交差領域５９において、制止素子５５ａ，５５ｂ，５５
ｃの摺動面に囲まれておらず開放されている。このとき、チャネル５６の半径方向外方の
端部５８から交差領域５９までの長さＬ２は、チャネル５６の半径方向内方の端部５７か
ら交差領域５９までの長さＬ１よりも大きいものとする。さらに、チャネル５６と第１ス
イッチ素子３４の軸線方向投影との交差領域５９に、軸線Ａに指向する深さＴを有し、こ
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の深さＴは、チャネル５６の直径Ｄよりも小さいものとする（とくに図３を参照）。チャ
ネル５６内にはそれぞれ、縦長の円筒形状のピンとして構成した制止素子５５ａ，５５ｂ
，５５ｃを摺動可能にガイドする。チャネル５６の半径方向内方の端部５７から交差領域
５９までの長さＬ１は、ピン型の制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃの長さＬ３よりも小さ
いものとする（図２を参照）。さらに、チャネル５６における交差領域５９の長手方向の
長さＬ４は、ピン型の制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃの長さＬ３よりも小さいものとす
る。
【００３０】
　図１～３に示すように、打ち込み装置１０および姿勢アダプタ装置２０が初期位置にあ
るとき、姿勢アダプタ装置２０は、打ち込み装置１０の砲口部材１４と一緒に、重力ベク
トルＧとは反対方向（例えば天井方向）に指向する。このとき作動素子２４および姿勢ア
ダプタ装置の遠隔操作手段４０は非作動状態にあり、作動素子２４は、ばね素子４２によ
り最大限に伸張し、ポット状のフット部分２６内に進入する。そのため、打ち込み装置１
０のスイッチ操作索３０に設けた第１スイッチ素子３４は、同じく最大限に移動し、構成
素子３３内のガイド路内に入り込む（図１参照）。第２スイッチ素子３５、および、伝達
体３７を含めて、ストローク方向に連続するスイッチ３０の残りの部分は非作動状態であ
る（とくに図２を参照）。
【００３１】
　図２および図３には、やはり図１と同じように重力ベクトルＧとは反対方向に指向する
打ち込み装置１０の安全装置５０部分を拡大して示す。図から見て取れるように、ピン状
の制止素子５５ａは、チャネル５６の半径方向外方において、半径方向外方の端部５８側
の領域にあるので、このとき交差領域５９において、部分４６および第１スイッチ素子３
４を制止する作用は持たない。他の制止素子５５ｂ，５５ｃ（制止素子５５ｃは図２にお
いて断面の外に位置し、図示されない）も、チャネル５６内で半径方向外方の端部５８側
領域にあるので、同じく制止作用を持たない。打ち込み装置１０および姿勢アダプタ装置
２０がこの姿勢にあるとき、安全装置５０は操作伝達位置に位置する。姿勢アダプタ装置
２０に取付けた打ち込み装置１０は、この姿勢にあるとき、その砲口部材１４をもって天
井や他の加工物に押圧可能であり、制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃは、第１スイッチ素
子３４が構成素子３３に相対的に移動し、完全に第１凹所５１内に進入する位置へと移動
することを許すので、作動素子２４を結合素子２８方向に移動することで、打ち込み作業
が開始される。このとき図２から見て取れるように、第１スイッチ素子３４は第２スイッ
チング素子４９（図１のみに示す）によって、第１矢印１５方向、または砲口部分１４に
向かって、対向結合素子１８に対して相対的に軸線方向に移動する（図２において点線で
示した第１スイッチ素子３４を参照）。第２スイッチ素子３５のカム３６によって、操作
素子１３のための伝達体３７を含めたスイッチ操作索３０の残りの部分が動作し（図２お
よび図３には示さない）、打ち込み装置１０は、重力ベクトルＧに対向するこの姿勢にお
いて作動する。
【００３２】
　打ち込み装置１０を、図１～３に示す姿勢に対して最大で約２５～５０°傾けた場合に
おいても、ピン型の制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃは、まだチャネル５６において、そ
の半径方向外方の端部５８側領域に留まっているので、操作伝達は可能である。本来安全
装置５０はその開放位置に相当する位置にあるにもかかわらず、ピン型の制止素子５５ａ
，５５ｂ，５５ｃが部分的に、つまりその一方の端部が交差領域５９に入ると、打ち込み
装置１０が押圧された時に、軸線Ａに対して斜めに延在する溝壁５２によって、制止素子
は凹所５１から解放位置に押し出される。
【００３３】
　図４および図５において、打ち込み装置１０（および図４および図５には示さない姿勢
アダプタ装置２０）の安全装置５０は、図１に示すその砲口部材１４を、例えば重力ベク
トルＧ方向に向けた姿勢にある。図から見て取れるように、全てのピン型の制止素子５５
ａ，５５ｂ，５５ｃは、それぞれチャネル５６における半径方向内方の端部５７側の領域
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にあり、ピン型の制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃの長さＬ３が半径方向内方の端部５７
から交差領域５９までの長さＬ１よりも大きいことから、交差領域５９において少なくと
も部分的に制止作用を持つ。つまり、安全装置５０はこの姿勢にあるとき制止位置にある
。この姿勢において、姿勢アダプタ装置２０に取付けた打ち込み装置１０の砲口部材１４
を構造素子に押し付けると、作動素子２４を結合素子２８方向に移動しても（図１参照）
、ピン型の制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃがその制止位置において凹所５１に噛み込む
ので、第１スイッチ素子３４が構造素子３３に対して相対的に移動しても、短い距離しか
入ることができず、スイッチするには及ばないので、打ち込み作業は作動されない。
【００３４】
　打ち込み装置１０を水平に（重力ベクトルＧに直交する方向に）指向した場合（図示せ
ず）、ピン型の制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃのうち、少なくとも１個が制止位置に位
置するので、第１スイッチ素子３４は構成素子１３に対して相対的に移動できない。
【００３５】
　図示しないが、チャネル５６の構造の代案として、これらの半径方向内方の端部５７を
円錐形に拡張してもよい。こうすることで、ピン型の制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃの
中央軸線は、それぞれのチャネル５６の中央軸線に対して斜めに位置することになる。こ
の構造により、ピン型の制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃは、交差領域５９から出る前に
、まずチャネル４６の中央軸線に対し平行に向かなければならないので、例えば、姿勢ア
ダプタ装置２０および打ち込み装置を、重力ベクトルＧ方向、またはこれに直交する方向
に動的に押し付けても、ピン型の制止素子５５ａ，５５ｂ，５５ｃのうち少なくとも１個
が、少なくとも部分的に交差領域５９において制止作用を持つ制止時間が長くなる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明手持ち打ち込み装置および姿勢アダプタ装置の、押圧していない状態にお
ける一部断面とする分解組み立て図である。
【図２】図１に示す本発明打ち込み装置の、砲口を重力に対向する垂直姿勢に向けた非作
動状態、および点線で示唆される作動状態の、部分IIの長手方向軸線に平行な拡大縦断面
図である。
【図３】図２に示す打ち込み装置の非作動状態における詳細を示す、中央部分における縦
断面図である。
【図４】図２に示す打ち込み装置の、砲口を重力方向に向けた非作動状態における詳細を
示す、長手方向軸線に平行な縦断面図である。
【図５】図４に示す打ち込み装置の非作動状態における詳細を示す、斜視図である。
【符号の説明】
【００３７】
１０　打ち込み装置
１１　ハウジング
１２　グリップ
１３　操作素子
１４　砲口部材
１５　第１矢印
１６　連結部
１８　対向結合素子
２０　姿勢アダプタ装置
２１　ハンドル
２３　支持素子
２４　作動素子
２５　遊端
２６　フット部分
２８　結合素子
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３０　スイッチ操作索
３３　構成素子
３４　第１スイッチ素子
３５　第２スイッチ素子
３６　カム
３７　伝達体
３８　第３スイッチ素子
４０　遠隔操作手段
４１　第１スイッチング素子
４２　ばね素子
４３　中間素子
４４　ガイド
４５　支持点
４６　部分
４７　連結手段
４８　収容部
４９　第２スイッチング素子
５０　安全装置
５１　凹所
５２　溝壁
５５　制止素子（a，ｂ，ｃ）
５６　チャネル
５７　半径方向外方の端部
５８　半径方向内方の端部
５９　交差領域
　Ａ　軸線
　Ｄ　チャネル５６の直径
Ｌ１　半径方向外方の端部５７から交差領域５９までの長さ
Ｌ２　半径方向内方の端部５８から交差領域５９までの長さ
Ｌ３　制止素子の長さ
Ｌ４　交差領域５９の長さ
　Ｔ　深さ
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